
様式第１号（第３条関係） 

３０松(教学)第１６２５号 

平成３１年１月１５日 

（宛先）松山市監査委員 

松山市教育長 藤 田  仁 印 

  

平成 30 年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

平成 30 年 11 月 16 日付松監第 37 号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果

を参考として講じた措置の状況について，地方自治法第 199 条第 12 項の規定等により通知

します。 

所管部課 教育委員会事務局 学校教育課 教職員担当室 所管課等長氏名  重 信 美 樹 

措置の状況   ☑措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

(４)小学校、中学校 

・預金通帳の届出印の管理について 

「松山市立学校納入金等会計取扱要綱」にお

いて、預金通帳の届出印の管理は公印管理者

（校長）が管理すると定められているが、他の

教員が管理している状況が見受けられた。 

監査期間中に改善されたが、今後は要綱に

基づき、適正な管理に努められたい。 

[中島中学校] 

(４)小学校、中学校 

・預金通帳の届出印の管理について 

松山市立全小中学校を対象に実施している

学校監査において、預金通帳や届出印の管理

状況を確認し、校長による適正管理を指導し

た。さらに、教育長から全校長に対し、情報

や公金等の適正管理の徹底を文書で通知する

とともに、報告書を提出させた。 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

30松(保幼)第997号 

平成31年1月16日 

（宛先）松山市監査委員 

松山市長 野 志 克 仁 印 

 

平成 30 年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

平成 30 年 11 月 16 日付松監第 37 号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果

を参考として講じた措置の状況について，地方自治法第 199 条第 12 項の規定等により通知

します。 

所管部課 保健福祉部 保育・幼稚園課 所管課等長氏名  高 岡 伸 夫 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

(３)保育所 

・パソコンの管理について 

パソコンの機器の管理において、事務所に

設置されたパソコンが、盗難防止対策として

の物理的措置が講じられていない状況が見受

けられた。 

パソコンの盗難を防止することは、個人情

報等の保護の観点からも重要なセキュリティ

ー対策の一つであることから、今後は「松山

市情報セキュリティー対策基準」に基づき、

適正な管理に努められたい。 

［石井保育園・伊台保育園］ 

 

むすび 
情報資産の管理について 

「松山市情報セキュリティー対策基準」及

び「松山市学校等情報安全対策基準」におい

て、情報資産を取り扱う機器等は盗難防止の

ためワイヤーによる固定や施錠保管等の物理

的措置を講じなければならないと定められて

いるが、盗難防止対策がされていない状況が

見受けられた。 

保育園については、一昨年の監査において

同様の指摘をしていたところであるが、今回

の対象施設でも改善されていなかった。 

今後においては、各対策基準等を遵守し、

個人情報等の保護の観点からも情報資産の適

正な管理について周知及び指導を徹底された

い。 

(３)保育所 

・パソコンの管理について 

 事務所に設置しているパソコンについて、

ワイヤーによる固定を行い、盗難防止対策を

講じた。 

 適正な情報セキュリティー対策について、

改めて周知を行い、対策を徹底した。 

 



様式第１号（第３条関係） 

3 0松 (教 文 )第 7 2 6号 

平成 31 年 3月14日 

（宛先）松山市監査委員 

松山市教育長 藤田 仁 印 

 

平成30年度 公の施設の指定管理者監査結果報告に基づく措置通知書 

平成31年1月11日付松監第48号の公の施設の指定管理者監査結果報告に基づき，又は当該

監査の結果を参考として講じた措置の状況について，地方自治法第199条第12項の規定等に

より通知します。 

所管部課 教育委員会事務局 文化財課 所管課長氏名  沖廣 善久 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

松山市庚申庵史跡庭園 

①使用料及び物品売払代金の納付遅延につ

いて 

茶会等のため庚申庵庭園を使用した者か

らの使用料やイベントで提供される茶菓子

等の物品売払代金は、基本協定書第 27 条で

指定管理者は原則として使用者等から徴収

した日の翌日までに、払い込まなければな

らないと規定されており、前回の監査にお

いても同様の指摘をしていたにもかかわら

ず、今回も市への納付が著しく遅延してい

る状況が見受けられた。 

担当課においては、使用料及び物品売払

代金は使用者等から預かった公金であるこ

とを再認識するとともに、指定管理者に基

本協定に基づいた使用料及び物品売払代金

の市への納付を徹底させる有効な改善策を

講じられたい。 

 

②領収書等の保管状況について 

指定管理業務の支出事務において、現金

出納簿と領収書等の照合・調査を行ったと

ころ、証憑書類については、庚申庵倶楽部

経理規程第 11 条で保存期間は 10 年と規定

されているが、領収書等の保管がされてい

ないものが複数件見受けられた。 

領収書等は、支出を証明するうえで重要

な証拠書類であるため、担当課においては、

経理規程に基づく適正な管理をするよう指

導されたい。 

 

 

松山市庚申庵史跡庭園 

①使用料及び物品売払代金の納付遅延につ

いて 

平成 30 年 11 月 8 日に、今後、使用料は

使用許可日より利用日までに徴収し、翌営

業日あるいは可能な限り速やかに松山市へ

納付するよう指導するとともに、使用料調

定簿に収入日と納付日を記載し、適切に処

理するよう指定管理者に指導した。また、

物品売払代金については、イベント終了後、

集計作業を行い間違いがなければ、すみや

かに松山市へ納付し、メール又は FAX で文

化財課へ報告するとともに、月報告書に納

付日・金額を記載するよう指導した。 

今後、イベントが終了すれば、文化財課

から指定管理者に対し、納付を促すよう指

示することとした。 

 

 

②領収書等の保管状況について 

平成 30 年 11 月 8 日に、書類等の保管状

況を確認し、適正な管理をするよう指導し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③事業報告書の確認について 

基本協定書第 28条第 1項に規定する事業

報告書のうち管理経費等の収支状況におい

て、領収金額を現金出納簿へ記帳する際の

記帳誤りにより、実際に支払った金額より

多い金額が報告されている状況が見受けら

れた。 

事業報告書のうち管理経費等の報告は、

管理経費等を積算し指定管理料を設定する

上でも重要な資料となることから、担当課

においては、適正な経理事務が行われてい

るか確認体制の強化を図るよう指導に努め

られたい。 

③事業報告書の確認について 

平成 30 年 11 月 8 日に、書類等の保管状

況を確認し、指定管理料と NPO 事業費を明

確に区別し適正に経理するよう指導すると

ともに、NPO内部の監査を含めた確認体制を

強化するよう指導した。 

 

 



30松(教研)第 427号 

平成31年1月30日 

 

（宛先）松山市監査委員 

 

松山市教育長 藤 田  仁  印 

 

平成30年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

平成31年1月21日付松監第49号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果を参考とし

て講じた措置の状況について，地方自治法第199条第12項の規定等により通知します。 

所管部課等 教育委員会事務局 

 教育研修センター事務所  
所管課等長氏名  稲 田 直 行 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

１ 収入事務について 
（１）教育研修センター費雑入 

・自動販売機売上手数料及び設置に係る電

気料金の年度区分誤りについて 

   自動販売機売上手数料及び設置に係る電

気料金の収入について確認したところ、平成

30 年 3 月分として、4 月に請求したものや

契約において納期を翌月末までに支払うと

規定しているものを平成 29 年度の収入とし

て区分されている状況が見受けられた。 

地方自治法施行令第 142 条により、歳入

の所属年度が区分されていることから今後

は適正な事務処理に努められたい。 

 

１ 収入事務について 
（１）教育研修センター費雑入 

・自動販売機売上手数料及び設置に係る電

気料金の年度区分誤りについて 

今回指摘を受けた自動販売機売上手数料

及び設置に係る電気料金について、根拠法令

等を遵守するとともに、売上手数料及び電気

料金の事務マニュアルを直ちに見直した。 

  今後は、関係法令等に従い適正な事務処理

に努める。 

 



松(保体)第７５６号 

平成３１年１月３１日 

 

（宛先）松山市監査委員 

 

松山市教育長 藤 田  仁  印 

 

平成30年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

平成31年1月21日付松監第49号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果を参考とし

て講じた措置の状況について，地方自治法第199条第12項の規定等により通知します。 

所管部課等 教育委員会事務局 保健体育課 所管課等長氏名  石 橋  修 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

１ 収入事務について 

（２）学校給食費雑入 

・自動販売機電気料金及び販売手数料の年

度区分誤りについて 

自動販売機電気料金及び販売手数料の収

入について確認したところ、平成 30 年 3 月

分として、4 月に請求したものや契約におい

て納期を翌月末までに支払うと規定してい

るものを平成 29 年度の収入として区分され

ている状況が見受けられた。 

地方自治法施行令第 142 条により、歳入

の所属年度が区分されていることから今後

は適正な事務処理に努められたい。 

 

１ 収入事務について 

（２）学校給食費雑入 

・自動販売機電気料金及び販売手数料の年

度区分誤りについて 

地方自治法施行令第 142 条に基づき、3 月

分の自動販売機電気料金及び販売手数料の

収入については、翌年度の収入として区分す

るよう事務マニュアルを直ちに見直した。 

  今後は、関係法令等に従い適正な事務処理

に努める。 

 



30 松(教地)第 655 号 

平成31年3月18日 

 

（宛先）松山市監査委員 

 

松山市教育長 藤 田  仁  印 

 

平成30年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

平成31年1月21日付松監第49号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果を参考とし

て講じた措置の状況について，地方自治法第199条第12項の規定等により通知します。 

所管部課等 教育委員会事務局 地域学習振興課 所管課等長氏名  吉 岡 信 一 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

１ 収入事務について 

（５）公民館費雑入 

①自動販売機設置に伴う電気使用料の徴収

漏れについて 

   公民館に設置している自動販売機の電気

使用料について、余土公民館の平成 29 年 8

月分から平成 30 年 5 月分までの電気使用料

を販売事業者から徴収していない状況が見

受けられた。 

    松山市財務会計規則第 318 条により電気

等に要する費用は販売事業者である使用者

の負担とされていることから今後は遺漏の

ないよう適正な事務処理に努められたい。 

 

 

 

②自動販売機販売手数料の契約書の未作成

について 

   自動販売機販売手数料は販売事業者との

契約により売上金額に応じて所定の手数料

が支払われるものであるが平成 30 年度の契

約を締結することなく販売手数料を徴して

いる状況が見受けられた。 

契約書は市と販売事業者との法律関係を

明文化したもので契約の履行を確保するた

めにも今後は適正な事務処理に努められた

い。 

１ 収入事務について 

（５）公民館費雑入 

①自動販売機設置に伴う電気使用料の徴収

漏れについて 

  

余土公民館の自動販売機の平成 29 年 8 月 

分から平成 30 年 5 月分までの電気使用料に

ついては、早速、販売事業者から徴収すると

ともに、自動販売機の契約及び電気使用料の

徴収に係るマニュアルの見直しを行ってお

り、本マニュアルを課員で共有し、今後、適

正な事務処理に努めてまいります。 

 

 

 

 

②自動販売機販売手数料の契約書の未作成に

ついて 

 

  平成 30 年度の自動販売機売上手数料の契

約書については、早速、販売事業者と契約書

を交わすとともに、自動販売機の契約及び電

気使用料の徴収に係るマニュアルの見直し

を行っており、本マニュアルを課員で共有

し、今後、適正な事務処理に努めてまいりま

す。 

 


